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重層的支援体制整備事業について（イメージ）

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例
については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。

○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本
人との関係性の構築に向けて支援をする。

○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめ
ざす。

○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。
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機能 既存制度の対象事業等

第１号

イ

相談支援

【介護】地域包括支援センターの運営

ロ 【障害】障害者相談支援事業

ハ 【子ども】利用者支援事業

ニ 【困窮】自立相談支援事業

第２号

参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供

第３号

イ

地域づくりに向けた支援

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定める
もの（地域介護予防活動支援事業）

ロ 【介護】生活支援体制整備事業

ハ 【障害】地域活動支援センター事業

ニ 【子ども】地域子育て支援拠点事業

第４号
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能

第５号
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能

第６号 支援プランの作成（※）

重層的支援体制整備事業について（社会福祉法第106条の４第２項）

○重層的支援体制整備事業の内容については、以下の通り規定。
①新事業の３つの支援について、第１号から第３号までに規定。
②３つの支援を支えるものとして、アウトリーチ等を通じた継続的支援、多機関協働、支援プランの作成
を４号から第６号に規定。

新

新

（注）生活困窮者の共助の基盤づくり事業は、第３号柱書に含まれる。
（※）支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。

新

新
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重層的支援体制整備事業の支援フロー（イメージ）

包括的相談支援事業 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

参加支援事業

相談の受け止め
・ 地域包括支援センター
・ 基幹相談支援センター等
・ 利用者支援事業の実施機関、母子健康包括センター
・ 生活困窮者自立相談支援機関
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• 課題が複雑化・複合化した事例等に関し
て、 関係者や関係機関の役割を整理、
支援の方向性を示す

支
援
の
実
施

プ
ラ
ン
実
行

複雑化・複合化した事例

＜狭間のニーズへの対応の具体例＞

就労支援 見守り等居住支援

多機関協働事業

終
結• 本人のニーズを丁寧にアセスメン

トしたうえで、社会とのつながりを
作るための支援を行う。

○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。
○ 包括的相談支援事業が受け止めた相談のうち、単独の支援関係機関では対応が難しい複雑化・複合化した事例は多機関協働事業につなぐ。
○ 多機関協働事業は、各支援関係機関の役割分担や支援の方向性を定めたプランを作成し重層的支援会議に諮る。
○ 重層的支援会議を通じて、関係機関間で支援の方向性にかかる合意形成を図りながら、支援に向けた円滑なネットワークをつくるこ
とを目指す。

○ また、必要に応じてアウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援事業につないでいく。

• プランの適切性
の協議

• プランの共有

• プラン終結時等
の評価

• 社会資源の充足
状況の把握と開
発に向けた検討

重層的支援会議

※ 重層的支援会議で検討した結果、包括的相談支援事業が引き続き主担当として支援すべき案件であるとなった場合には、包括的相談支援事業に戻すこともある。
※ アウトリーチ等事業は支援の性質上、多機関協働事業が関わる前から支援を開始することもある。

相談者の発見や情報提供

• 地域住民
• 各種会議からの

情報

• 支援関係機関
• 他分野の連携
機関
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重層的支援体制整備事業に関する課題

＜市町村へのアンケートの結果で課題として回答が多かった事項＞
○ 新たに実施が必要な「多機関協働」「参加支援」「アウトリーチ支援」を行うための人的資源が
不足しており、負担感が大きい。
○ 実施によるメリットがわかりづらい。
（小・中規模自治体では既に連携体制ができている自治体も多く、事業の前後での変化が乏しい）
○ 人口規模が大きい市部においては関係部局・関係機関間での合意形成を得ることが困難。
○ 市町村の実施は任意であり、実施による財政的なメリットは小さいが、予算の組み替え等の
煩雑な事務が発生。

・Ｒ３実施市町村は４町

（妹背牛町、七飯町、鷹栖町、津別町）

・重層的支援体制整備事業の実施に関心のある市町村

は半数程度あるものの、実施時期を具体的に決めている

市町村は少数。

＜市町村への重層的支援体制整備事業の移行予定に関する調査結果＞
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＜概要＞

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化（例：８０５０世帯や介護と育児のダブルケア）する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間の

ニーズへの対応が困難。

→属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が創意工夫をもって円滑に実施できるよう、令和３年４月から重層的支援体制整備事業が開始

（実施を希望する市町村による任意事業）

→実施市町村の状況や共生社会構築に向けた先進事例の紹介等に

より市町村の体制構築が円滑に進むよう、北海道が後方支援を実施

＜事業概要＞（共生型社会の構築等についてノウハウのある法人等へ委託）

重層的支援体制構築に向けた後方支援事業

①連携促進説明会

②情報共有の場づくり ③手引きの作成

市町村職員等を対象に、重層的支援体制整備事業の
制度や実施に係る市町村内での連携体制構築の進め
方等に関する説明を行うほか、道内外における地域共生
社会の構築に向けた先進的な取組みの紹介を行う。
（オンライン会議で実施）

令和３年度から事業を実施する市町村及び今後、実施
を予定している市町村の職員を対象に、それぞれが抱えて
いる課題の解決や他地域での取組みを体制構築の参考
とできるよう、事業実施に向けた意見交換や情報共有を
図る場を設ける。
（少人数による集合形式もしくはオンライン会議で実施）

小規模自治体が多い道内の地域特性を踏まえて、道内
外の小規模自治体における実施事例の経過や相談対
応等の手法についてまとめるとともに、生涯活躍のまち「コ
コルクえべつ」など道内外の地域共生社会の構築に向け
た先進的な取組みを紹介する手引きを作成し、市町村
に配布する。

出典：厚生労働省社会・援護局地域福祉課作成資料

重層的支援体制整備事業の概要
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